
建設業における社会保険等の加入促進について 

 

事業者間の公平で健全な競争環境の構築を進めるとともに、建設労働者の処遇を向上し、公共工事

の担い手の中長期的な確保の推進に資する発注を行うため、建設事業者の社会保険等（健康保険、

厚生年金保険及び雇用保険をいいます。以下同じ。）の加入促進に向けて段階的に取組むこととし

ます。 

 

◎平成２７年１０月１日から 

平成２７年１０月１日以降公告する一般競争入札、設計金額６，０００万円以上の建設工事案件に

ついて、入札参加に必要な資格として、社会保険等の加入を条件とします。（加入の義務がない者

を除く。以下同じ。） 

社会保険等の加入の確認は、落札候補者を対象に、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

書」（「経営事項審査結果通知書」）により行います。（社会保険等の加入有無欄が「有」又は「適用

除外」か確認します。） 

なお、同通知書の審査基準日後に加入した場合には、保険料の領収書の写し等で確認します。審査

基準日後に加入した場合の確認資料については、別表の社会保険等確認資料をご確認ください。 

また、審査基準日後に加入の義務が消滅した場合には、「社会保険等の適用除外に関する誓約書」

を提出していただきます。 

 別表 社会保険等確認資料 

 社会保険等の適用除外に関する誓約書 

 

◎平成２８年４月１日から 

一般競争入札参加に必要な資格として、社会保険等の加入を条件とする建設工事案件を、設計金額

３，０００万円以上まで拡大します。社会保険等の加入の確認は、平成２７年１０月１日からの取

組みと同じです。 

 

◎平成２８年１０月１日から 

すべての一般競争入札参加に社会保険等の加入を条件とします。社会保険等の加入の確認は、平成

２７年１０月１日からの取組みと同じです。 

 

◎平成２９年４月１日から 

平成２９年度以降の入札参加資格者名簿への登載は、社会保険等に加入していることを条件としま

す。 

 

◎令和８年 4 月１日から 

令和 8 年 4 月 1 日以降に公告、指名通知、見積依頼する建設工事案件について、受注者（元請業

者）と社会保険未加入事業者との一次下請契約を原則禁止します。 

 

 

 

 



平成 27 年～10

月 

平成 27 年 10 月

～ 

平成 28 年 4 月～ 平成 28 年 10 月～ 平成 29 年度～ 令和8 年4月～ 

 

 

周知期間 

 

 

   

  

 

 設計金額 

6,000 万円以上 

 

 

 

 設計金額 

 3,000 円以上 

 

 

 

すべての一般競争 

入札を対象とする。 

。  

 

社会保険等未

加入事業者と

の一次下請け

契約を原則禁

止する。 

社会保険等に

加入している

ことを入札参

加者名簿登載

条件とする。 

社会保険等の加入を段階的に一般競争 

入札参加条件とする。 


